
大規模地震に備えよう

木造住宅耐震化パネル展
2026

能登半島地震の被災状況や木造住宅耐震化への

補助制度を紹介するパネル展。

大規模地震への備えとして、今、なにができるか

まずは、ここから考えてみませんか？

※詳しくは、裏面をご確認ください。

令和８年７月４日（土）から２０日（月・祝日）まで

耐震シェルターは７月５日（日）から１７日（金）まで

午前8時30分 ～ 午後9時30分

甲府市役所本庁舎 １階 市民活動室

防災ベッドや耐震シェルターの
実物を展示します!

Check Point



パネル展の概要

耐震相談窓口を開設します。
木造住宅をはじめとした建物の耐震化等について、ご相談ください。

７月５日（日） 午前8時３０分～午後5時15分

お問い合わせ先

甲府市 まちづくり部 建築指導課

〒400-8585 山梨県甲府市丸の内1-18-1

（直通）055-237-5828 （代表）055-237-1161

耐震相談窓口

□能登半島地震の被災状況
□旧耐震基準で建築された木造住宅の耐震化への補助制度
□被災建築物応急危険度判定士の活動
□防災ベッドの実物展示
□耐震シェルターの実物展示

防災ベッド 防災ベッド（枠）

昭和５６年５月３１日以前に工事着手された建築物は旧耐震基準で建築されているため、
耐震性が低いと言われています。

旧耐震基準で建築された木造住宅は、一定の条件を満たす場合に、無料で耐震診断を
実施することができます。

また、耐震診断の結果、総合評点が1.0未満の場合には、耐震改修費用等に対する補助
制度があり、総合評点が0.7未満の場合には、防災ベッドや耐震シェルターの設置費に
対する補助制度が有ります。

木造住宅耐震化パネル展では、防災ベッドや耐震シェルターの実物を展示しますので、
この機会に大きさや安全性を実感してください！

防災ベッド等の
補助制度はこちら

耐震シェルター
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